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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型の情報端末と、
　コネクタを有するドッキングステーションと、
　を備え、
　前記情報端末は、
　　前記コネクタに対して着脱自在に接続可能なドッキング用コネクタと、
　　商品に付されているデータを読取る読取手段と、
　　この読取手段の読取りデータを登録する登録手段と、
　　前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されたことを条件に、前記ドッキン
グ用コネクタが前記コネクタに接続されていない状態のときに前記登録手段により登録さ
れた読取りデータを基に会計に係る表示をする表示手段と、
　前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されたことを条件に、前記登録手段で
登録された読取りデータがない場合には読取りデータがないことを報知する報知手段と、
　を具備する商品販売データ処理装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されていない状態の
ときに前記登録手段により読取りデータが登録された商品の合計金額を表示する請求項１
記載の商品販売データ処理装置。
【請求項３】
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　前記表示手段は、前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されていない状態の
ときに前記登録手段により読取りデータが登録された商品のリストをさらに表示する請求
項２記載の商品販売データ処理装置。
【請求項４】
　ドッキングステーションが有するコネクタに対して着脱自在に接続可能なドッキング用
コネクタと、
　商品に付されているデータを読取る読取手段と、
　この読取手段の読取りデータを登録する登録手段と、
　前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されたことを条件に、前記ドッキング
用コネクタが前記コネクタに接続されていない状態のときに前記登録手段により登録され
た読取りデータを基に会計に係る表示をする表示手段と、
　前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されたことを条件に、前記登録手段で
登録された読取りデータがない場合には読取りデータがないことを報知する報知手段と、
　を具備する情報端末。
【請求項５】
　ドッキングステーションが有するコネクタに対して着脱自在に接続可能なドッキング用
コネクタと、商品に付されているデータを読取る読取手段と、を備えた携帯型の情報端末
が有するコンピュータを、
　前記読取手段の読取りデータを登録する登録手段、
　前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されたことを条件に、前記ドッキング
用コネクタが前記コネクタに接続されていない状態のときに前記登録手段により登録され
た読取りデータを基に会計に係る表示をする表示手段、及び
前記ドッキング用コネクタが前記コネクタに接続されたことを条件に、前記登録手段で登
録された読取りデータがない場合には読取りデータがないことを報知する報知手段、
として機能させるための制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、携帯型の情報端末を含む商品販売データ処理装置と、情報端末お
よび制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品に電子タグを取付けるとともに、その電子タグの情報を非接触で読取る装置を商品
搬送用のカートに取付け、その装置の読取り情報をレジカウンタの商品販売データ処理装
置である例えばＰＯＳ（Point Of Sales）端末に送信して商品の精算を行うシステムが知
られている。
【０００３】
　このシステムを店舗に導入すれば、カートへの商品投入によって商品の情報が自動的に
登録されるので、バーコード等の商品情報をスキャナで読取る作業が不要となる。
【０００４】
　上記システムの場合、電子タグの情報を読取って送信する装置を１台ずつカートに取付
ける必要がある。このため、多数のカートを備えた店舗では、システムの導入に大きなコ
ストがかかるという課題がある。
【０００５】
　一方、表示画面に対する手指のタッチ操作によって情報入力が可能な携帯型の情報端末
、例えばタブレット型情報端末の普及および低価格化が著しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２５６５２０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　携帯型の情報端末をＰＯＳ端末として活用することで、コストの低減はもちろん、商品
販売形態の多様化および顧客サービスの向上に大きく貢献できると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態において、商品販売データ処理装置は、携帯型の情報端末と、コネクタを有
するドッキングステーションとを備える。情報端末は、ドッキング用コネクタと、読取手
段と、登録手段と、表示手段と、報知手段とを有する。ドッキング用コネクタは、コネク
タに対して着脱自在に接続可能である。読取手段は、商品に付されているデータを読み取
る。登録手段は、読取手段の読取りデータを登録する。表示手段は、ドッキング用コネク
タがコネクタに接続されたことを条件に、ドッキング用コネクタがコネクタに接続されて
いない状態で登録手段により登録された読取りデータを基に会計に係る表示をする。報知
手段は、ドッキング用コネクタがコネクタに接続されたことを条件に、登録手段で登録さ
れた読取りデータがない場合には読取りデータがないことを報知する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態の構成を含む店舗の全体像を概略的に示す図。
【図２】一実施形態のドッキングステーションおよびタブレット端末の外観を示す図。
【図３】一実施形態のタブレット端末をドッキングステーションから離脱した状態を示す
図。
【図４】一実施形態のタブレット端末の取付けが可能なカートの外観を示す図。
【図５】一実施形態のタブレット端末が取付けられたカートを示す図。
【図６】一実施形態を含むＰＯＳシステムの概略構成図。
【図７】一実施形態のドッキングステーションおよびタブレット端末の要部を示すブロッ
ク図。
【図８】一実施形態のタブレット端末のＣＰＵが実行する制御を示すフローチャート。
【図９】一実施形態のタブレット端末がカートに取付けられた場合のタブレット端末の登
録画面を示す図。
【図１０】図９の登録画面上にポップアップ表示される販売促進情報を示す図。
【図１１】一実施形態のタブレット端末の商品検索画面を示す図。
【図１２】図１１に続いて表示される検索結果表示画面を示す図。
【図１３】一実施形態のタブレット端末の在庫確認画面を示す図。
【図１４】図１３に続いて表示される確認結果表示画面を示す図。
【図１５】一実施形態のタブレット端末の会計画面を示す図。
【図１６】一実施形態のタブレット端末の会計不要報知画面を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、商品販売データ処理装置の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、こ
の実施形態は、タブレット型情報端末を活用してＰＯＳ端末としての機能を実現してなる
商品販売データ処理装置を例示する。
【００１１】
　図１において、１は商品を販売する店舗で、来店者用の入口２および出口３を備えると
ともに、その入口２および出口３の近傍に併設したカート置き場４を備える。カート置き
場４には、商品搬送体であるカート５を多数台出し入れ自在に収容している。
【００１２】
　店舗１の内部には、多数の商品棚６を分散配置するとともに、内壁に沿って複数の商品
棚７および複数の冷蔵ショーケース８を配置している。また、店舗１の内部には、入口２
に隣接して少なくとも１つの端末貸出カウンタ９を配置するとともに、出口３側に複数の
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レジカウンタ１０を配置している。
【００１３】
　このような店舗１において、各レジカウンタ１０上に据置型のドッキングステーション
１１をそれぞれ配置する。さらに、各ドッキングステーション１１とそれぞれ商品販売デ
ータ処理装置を構成する複数台の情報端末例えばタブレット型情報端末（以下、タブレッ
ト端末と略称する）２０を端末貸出カウンタ９上に載置する。載置するタブレット端末２
０の台数については、来店者の多くに貸し出すことができるよう、なるべく多いほうがよ
い。
【００１４】
　タブレット端末２０は、レジカウンタ１０上のドッキングステーション１１に対する着
脱が自在である。タブレット端末２０をドッキングステーション１１に装着した状態を図
２に示し、タブレット端末２０をドッキングステーション１１から離脱した状態を図３に
示す。
【００１５】
　すなわち、図２に示すように、ドッキングステーション１１は、タブレット端末２０が
上部に装着（載置）される箱形の筐体を有し、その筐体の正面にスキャナ用の読取窓１２
を備え、同筐体の左側面にレシート発行口１３を備える。タブレット端末２０を持ち上げ
てドッキングステーション１１から離脱させると、図３に示すように、ドッキングステー
ション１１の筐体の上部に傾斜状の端末装着部１４が現われるとともに、その端末装着部
１４に配置した拡張用コネクタ１５が露出する。
【００１６】
　タブレット端末２０は、片手で持つことが可能な矩形状の筐体を有し、その筐体の上面
に手指によるタッチ操作が可能なタッチパネル式表示部２１を備えるとともに、同筐体の
背面に後述のドッキング用コネクタ６９を備える。タブレット端末２０の背面側をドッキ
ングステーション１１の端末装着部１４に載置しながらドッキング用コネクタ６９を拡張
用コネクタ１５に嵌め込むことにより、タブレット端末２０とドッキングステーション１
１との電気的な接続が完了する。この接続は、タブレット端末２０を持ち上げて端末装着
部１４から引き離すことにより、容易に解除することができる。
【００１７】
　カート置き場４の各カート５は、図４に示すように、籠状の収容部５ａを有するととも
に、その収容部５ａの手前部分にタブレット端末取付用のベース板５ｂを有する。店舗１
を訪れた買物客は、カート置き場４から１台のカート５を持ち出してそのカート５と共に
入口２に入り、端末貸出カウンタ９の係員から貸与される１台のタブレット端末２０をカ
ート５のベース板５ｂに嵌め込んで図５のように取付ける。この取付けは、タブレット端
末２０を持ち上げてベース板５ｂから引き離すことにより、容易に解除することができる
。タブレット端末２０は、カート５のベース板５ｂに対する取付けおよびその取外しを後
述のカート取付センサ７１によって機械的または磁気的に検知する。
【００１８】
　１つのドッキングステーション１１および１つのタブレット端末２０により、商品販売
データ処理装置を構成している。
【００１９】
　店舗の運用として、端末貸出カウンタ９上のタブレット端末２０が係員によって買物客
に貸与され、その貸与を受けた買物客が希望の商品をカート５に入れてレジカウンタ１０
を訪れた際に、買物客から係員にタブレット端末２０が返却される。タブレット端末２０
の返却を受けた係員は、受け取ったタブレット端末２０をドッキングステーション１１に
装着し、タブレット端末２０のタッチパネル式表示部２１の表示に従って通常のＰＯＳ端
末と同様の会計を行う。会計を終えた係員は、ドッキングステーション１１からタブレッ
ト端末２０を離脱し、離脱したタブレット端末２０を端末貸出カウンタ９に戻す処置を行
う。
【００２０】
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　図６は、ドッキングステーション１１およびタブレット端末２０からなる商品販売デー
タ処理装置を用いたＰＯＳシステムの概略構成図である。このＰＯＳシステムは、複数台
の商品販売データ処理装置と、これら商品販売データ処理装置を一元的に管理する店舗サ
ーバ３０とを含む。各商品販売データ処理装置のドッキングステーション１１と店舗サー
バ３０とは、ＬＡＮ（Local Area Network）等のネットワーク３１を介して双方向通信自
在に接続される。また、ネットワーク３１およびそのネットワーク３１に接続された１台
または複数台の無線中継機３２により、各商品販売データ処理装置のタブレット端末２０
と店舗サーバ３０とが双方向通信自在に接続される。タブレット端末２０は、ドッキング
ステーション１１に装着されているときもドッキングステーション１１から離脱している
ときも、ＰＯＳ端末としての機能を実現できる。
【００２１】
　店舗サーバ３０は、店舗１の種々の情報を更新可能に記憶した店舗情報記憶部３３を付
属して備える。店舗１の種々の情報として、商品が店舗１内のどこに存在するかを商品ご
とに示す情報、店舗１の商品の在庫の有無および個数を示す情報などがある。
【００２２】
　ドッキングステーション１１およびタブレット端末２０の要部を図７に示す。　
　ドッキングステーション１１は、上記拡張用コネクタ１５のほかに、通信インターフェ
ース４１、補助記憶デバイス４２、電源ユニット４３、スキャナ４４、プリンタ４５、Ｉ
／Ｏコントローラ４６，４７を少なくとも搭載する。通信インターフェース４１、補助記
憶デバイス４２、電源ユニット４３、スキャナ４４、プリンタ４５、Ｉ／Ｏコントローラ
４６，４７は、アドレスバス，データバス等のバスライン４０によって相互接続される。
【００２３】
　通信インターフェース４１は、ネットワーク３１に接続される。通信インターフェース
４１は、ネットワーク３１を介してタブレット端末２０と店舗サーバ３０との間で行われ
るデータの送受信を司る。
【００２４】
　補助記憶デバイス４２は、コンピュータの補助記憶部分に相当する。補助記憶デバイス
４２は、例えばＥＥＰＲＯＭ（electric erasable programmable read-only memory）、
ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、あるいはＳＳＤ（solid state drive）などである。補助記
憶デバイス４２は、タブレット端末２０のＣＰＵ６１が各種の処理を行う上で使用するデ
ータや、ＣＰＵ６１での処理によって生成されたデータを保存する。補助記憶デバイス４
２は、アプリケーションプログラムを記憶する場合もある。
【００２５】
　電源ユニット４３は、商用交流電源５０の電圧を当該ドッキングステーション１１の動
作用電圧に変換し出力するとともに、タブレット端末２０に対する充電用電圧を出力する
。この充電用電圧は、拡張用コネクタ１５を介してタブレット端末２０に供給される。
【００２６】
　スキャナ４４は、読取窓１２に翳されたバーコード等を光学的に読み取る。スキャナ４
４は、カメラによって撮像した商品画像からその商品に付されるバーコード等を読み取る
タイプであってもよい。
【００２７】
　プリンタ４５は、搬送されるロール紙に例えばサーマル方式で印字する。印字されたロ
ール紙は、レシート発行口１３から排出され、切断されて、レシートとして発行される。
プリンタ４５は、ロール紙としてラベル用紙を用いることで、ラベルを発行することも可
能である。また、プリンタ４５は、サーマル方式以外の印字方式を採用したものであって
もよい。
【００２８】
　Ｉ／Ｏコントローラ４６，４７は、ドッキングステーション１１の筐体の背面または側
面に露出状態で配置された例えばＵＳＢコネクタに接続される。Ｉ／Ｏコントローラ４６
は、ＵＳＢコネクタに外付け接続される機器例えばドロワ５１を制御する。Ｉ／Ｏコント
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ローラ４７は、ＵＳＢポートに外付け接続される機器例えばカードリーダライタ５２を制
御する。カードリーダライタ５２は、電子マネーカードに対するデータの読取り及び書込
みが可能である。
【００２９】
　一方、タブレット端末２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）６１、ＲＯＭ（Rea
d Only Memory）６２、ＲＡＭ（Random Access Memory）６３、タッチパネルコントロー
ラ６４、読取手段例えば無線タグリーダ６５、無線通信ユニット６６、時計部６７、ＵＳ
Ｂ（Universal Serial Bus）コネクタ６８、ドッキング用コネクタ６９、バッテリ７０、
カート取付センサ７１などを搭載する。ＣＰＵ６１と、ＲＯＭ６２、ＲＡＭ６３、タッチ
パネルコントローラ６４、無線タグリーダ６５、無線通信ユニット６６、時計部６７、Ｕ
ＳＢコネクタ６８、ドッキング用コネクタ６９、カート取付センサ７１とは、アドレスバ
ス，データバス等のバスライン７２によって接続される。
【００３０】
　ＣＰＵ６１は、コンピュータの中枢部分に相当する。ＣＰＵ６１は、オペレーティング
システムやアプリケーションプログラムに従って、ＰＯＳ端末としての各種の機能を実現
するべく各部を制御する。
【００３１】
　ＲＯＭ６２は、上記コンピュータの主記憶部分に相当する。ＲＯＭ６２は、上記のオペ
レーティングシステムやアプリケーションプログラムを記憶する。ＲＯＭ６２は、ＣＰＵ
６１が各種の処理を実行する上で必要なデータを記憶する場合もある。
【００３２】
　ＲＡＭ６３は、上記コンピュータの主記憶部分に相当する。ＲＡＭ６３は、ＣＰＵ６１
が各種の処理を実行する上で必要なデータを必要に応じて記憶する。またＲＡＭ６３は、
ＣＰＵ６１が各種の処理を行う際のワークエリアとしても利用される。
【００３３】
　タッチパネル式表示部２１は、ディスプレイ２１ｄの表示部分に、入力部であるタッチ
センサ２１ｔを配置して構成される。このタッチパネル式表示部２１が接続されるタッチ
パネルコントローラ６４は、ディスプレイ２１ｄの画面表示を制御するとともに、タッチ
センサ２１ｔの信号を監視する。そしてタッチパネルコントローラ６４は、タッチ操作さ
れた位置座標情報とそのタッチ操作時点におけるディスプレイ２１ｄの画面情報とから、
入力データを検出する。
【００３４】
　無線タグリーダ６５は、店舗１内の商品に予め取付けられている無線タグ（ＩＣチップ
）内の商品識別コードをその無線タグとの間の電波の送受信により非接触で読取るもので
、カート５の収容部５ａが三次元的に含まれる大きさの空間を最大限の読取り可能エリア
として有する。
【００３５】
　無線通信ユニット６６は、上記無線中継機３２との間で無線通信を利用してデータの送
受信を行う。時計部６７は、現在の日付及び時刻を計時する。
【００３６】
　ＵＳＢコネクタ６８は、ＵＳＢ規格に準拠した通信方式を有する種々のＵＳＢデバイス
を着脱自在に接続するためのコネクタである。このＵＳＢコネクタ６８には、上記ドロワ
５１や上記カードリーダライタ５２を接続することが可能である。
【００３７】
　ドッキング用コネクタ６９は、タブレット端末２０をドッキングステーション１１に接
続するためのコネクタである。ドッキング用コネクタ６９は、タブレット端末２０の筐体
の背面に配置される。
【００３８】
　バッテリ７０は、当該タブレット端末２０の動作用電圧を出力するもので、当該タブレ
ット端末２０がドッキングステーション１１に装着された場合に、ドッキングステーショ
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ン１１から拡張用コネクタ１５およびドッキング用コネクタ６９を介して供給される充電
用電圧によって充電される。
【００３９】
　カート取付センサ７１は、当該タブレット端末２０の筐体の背面側に配置され、カート
５のベース板５ｂに対する取付けおよびその取外しを機械的または磁気的に検知する。例
えば、機械的な検知方法として、ベース板５ｂへの当接を受けて閉じ、ベース板５ｂから
の離間により開く開閉スイッチを用いる。磁気的な検知方法としては、ベース板５ｂに磁
石を取付けておき、その磁石の磁界をホール素子で検知する。
【００４０】
　そして、ＣＰＵ６１は、ＲＯＭ６２内のアプリケーションプログラムに基づく主要な機
能として、次の（１）～（５）の手段を有する。　
　（１）タッチパネル式表示部２１に対する手指等のタッチ操作を商品の販売に係るデー
タの入力として受付ける入力手段。
【００４１】
　（２）上記入力手段で受付けた入力データおよび無線タグリーダ６５の読取りデータを
商品販売データとして処理し、処理した商品販売データをＲＡＭ６３に登録する登録手段
。
【００４２】
　（３）上記登録手段の登録内容をタッチパネル式表示部２１で表示する表示手段。
【００４３】
　（４）当該タブレット端末２０がドッキングステーション１１に装着されているか否か
を判定する判定手段。この判定手段は、具体的には、ドッキング用コネクタ６９を介して
確認信号を送出し、この確認信号がドッキング用コネクタ６９に戻る場合は装着されてい
ると判定し、確認信号がドッキング用コネクタ６９に戻らない場合は装着されていないと
判定する。
【００４４】
　（５）上記判定手段がドッキングステーション１１への装着の旨を判定している場合に
、上記登録手段の登録内容に基づいて会計金額を算出する会計処理を実行する処理手段。
【００４５】
　つぎに、タブレット端末２０のＣＰＵ６１が実行する制御を図８のフローチャートを参
照しながら説明する。　
　ＣＰＵ６１は、当該タブレット端末２０がカート５に取付けられているか否かをカート
取付センサ７１の出力により判定するとともに（Ａｃｔ１）、当該タブレット端末２０が
ドッキングステーション１１に装着されているか否かをドッキング用コネクタ６９を介し
た確認信号の送出により判定する（Ａｃｔ２）。
【００４６】
　当該タブレット端末２０が端末貸出カウンタ９に載置されている場合、つまり当該タブ
レット端末２０がカート５に取付けられておらず（Ａｃｔ１のＮＯ）、しかも当該タブレ
ット端末２０がドッキングステーション１１に装着されていない場合（Ａｃｔ２のＮＯ）
、ＣＰＵ６１は、待機モード例えば省電力のためのサスペンド状態を設定する（Ａｃｔ３
）。
【００４７】
　端末貸出カウンタ９の係員は、買物客がカート５と共に入口２に入ってきたとき、端末
貸出カウンタ９上に用意している１台のタブレット端末２０を買物客に貸与する。この貸
与に関しては、無料とする運用、有料として料金を請求する運用、あるいは買物客が保有
するサービスポイントから所定の使用ポイントを差し引く運用など、そのいずれでもよい
。
【００４８】
　タブレット端末２０の貸与を受けた買物客は、受取ったタブレット端末２０をカート５
のベース板５ｂに取付ける。
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【００４９】
　タブレット端末２０がベース板５ｂに取付けられたとき（Ａｃｔ１のＹＥＳ）、ＣＰＵ
６１は、図９に示す商品登録用の登録画面をタッチパネル式表示部２１で表示する（Ａｃ
ｔ４）。登録画面は、『商品をカートにいれてください』という案内文字１０１、商品情
報表示欄１０２、合計金額表示欄１０３、商品検索釦１０４、在庫確認釦１０５、呼出釦
１０６、終了釦１０７などの表示を含む。
【００５０】
　買物客が購入希望の商品をカート５の収容部５ａに入れると、その商品に付されている
無線タグの商品識別コードを無線タグリーダ６５が読取る。
【００５１】
　ＣＰＵ６１は、無線タグリーダ６５が識別データを読取ったとき（Ａｃｔ５のＹＥＳ）
、その読取った商品識別コードに対応する商品の単価およびその商品に関連する値引等の
関連情報を無線通信ユニット６６を介して店舗サーバ３０から取込んで商品販売データと
して処理し、処理した商品販売データをＲＡＭ６３に登録する（Ａｃｔ６）。この登録に
際し、ＣＰＵ６１は、登録内容を商品情報表示欄１０２に表示する。
【００５２】
　図９の商品情報表示欄１０２の例は、単価１１０円の１袋の“にんじん”が登録されて
その小計が１１０円であること、単価９８円の１個の“豆腐”が登録されてその小計が９
８円であること、その“豆腐”の単価については１割引が適用されていることを示してい
る。合計金額表示欄１０３の例は、現時点の合計金額が２０８円であることを示している
。
【００５３】
　なお、もう１袋の“にんじん”がカート５の収容部５ａに投入されると、商品情報表示
欄１０２の“にんじん”に関する表示が２袋となってその小計が２２０円に変化する。
【００５４】
　収容部５ａ内の１個の“豆腐”が収容部５ａから取出されて商品陳列棚に戻された場合
には、その“豆腐”に付された無線タグの商品識別コードを無線タグリーダ６５が読取れ
なくなるので、ＣＰＵ６１は、上記取出された“豆腐”に関する商品販売データをＲＡＭ
６３内の登録済み商品販売データから除去するとともに、商品情報表示欄１０２の“納豆
”に関する表示を消去する。
【００５５】
　買物客がさらに別の商品例えば１個の“納豆”をカート５の収容部５ａに入れた場合、
商品情報表示欄１０２において、図１０に示すように、１個の“納豆”に関する表示が新
たに加わる。すなわち、図１０の商品情報表示欄１０２の表示例は、単価１２０円の１個
の“納豆”が登録されてその小計が１２０円であることを示している。また、この登録が
済んだ“納豆”に関して販売促進情報があれば、ＣＰＵ６１は、その販売促進情報例えば
 “納豆３個購入で２割引となります”という案内文字１０８を商品情報表示欄１０２上
にポップアップ表示する。このポップアップ表示は一定時間後に消える。
【００５６】
　一方、ＣＰＵ６１は、買物客が登録画面上の商品検索釦１０４にタッチ操作した場合（
Ａｃｔ７のＹＥＳ）、商品検索用の図１１に示す入力画面をタッチパネル式表示部２１で
表示する（Ａｃｔ８）。この入力画面は、『検索したい商品名を入力してください』とい
う案内文字１１１、入力文字確認窓１１２、シフトキー１１３，１１４、文字消去キー１
１５、手書き文字入力欄１１６、文字変換キー１１７、入力確定キー１１８、検索取消キ
ー１１９、検索実行キー１２０などの表示を含む。手書き文字入力欄１１６へのタッチ＆
スライド操作によって入力した文字は入力文字確認窓１１２で表示される。
【００５７】
　ＣＰＵ６１は、検索取消キー１１９がタッチ操作された場合（Ａｃｔ９のＹＥＳ）、Ａ
ｃｔ４の登録画面の表示に戻る。
【００５８】
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　ＣＰＵ６１は、検索取消キー１１９がタッチ操作されないまま検索実行キー１２０がタ
ッチ操作された場合（Ａｃｔ９のＮＯ、Ａｃｔ１０のＹＥＳ）、入力文字確認窓１１２で
表示している商品を認識し、認識した商品が店舗１のどこに存在するかの検索を無線通信
ユニット６６を介して店舗サーバ３０に依頼する（Ａｃｔ１１）。店舗サーバ３０は、こ
の依頼に基づき、商品の陳列場所を店舗情報記憶部３３の参照により検索し、その検索結
果をＣＰＵ６１に返送する。ＣＰＵ６１は、この返送に基づき、図１２に示す検索結果表
示画面をタッチパネル式表示部２１で表示する（Ａｃｔ１２）。
【００５９】
　検索結果表示画面は、平面画像パターン１３１、戻る釦１３２、ＯＫ釦１３３を含む。
平面画像パターン１３１は、検索対象の商品が店舗１内のどこに存在するかを買物客が一
目で分かるように商品陳列棚６，７および冷蔵ショーケース８の位置と共に表わすもので
、検索対象に商品の位置を★印で示す。買物客は、この検索結果表示画面を見ることによ
り、希望の商品を容易に見つけだすことができる。
【００６０】
　ＣＰＵ６１は、検索結果表示画面のＯＫ釦１３３がタッチ操作された場合（Ａｃｔ１３
のＹＥＳ）、Ａｃｔ４の登録画面の表示に戻る。ＣＰＵ６１は、検索結果表示画面のＯＫ
釦１３３がタッチ操作されないまま戻る釦１３２がタッチ操作された場合（Ａｃｔ１３の
ＮＯ、Ａｃｔ１４のＹＥＳ）、Ａｃｔ８の入力画面の表示に戻る。
【００６１】
　また、ＣＰＵ６１は、買物客が登録画面上の在庫確認釦１０５にタッチ操作した場合（
Ａｃｔ７のＹＥＳ）、在庫確認用の図１３に示す入力画面をタッチパネル式表示部２１で
表示する（Ａｃｔ８）。この入力画面は、『確認したい商品名を入力してください』とい
う案内文字１４１、入力文字確認窓１４２、シフトキー１４３，１４４、文字消去キー１
４５、手書き文字入力欄１４６、文字変換キー１４７、入力確定キー１４８、確認取消キ
ー１４９、確認実行キー１５０などの表示を含む。手書き文字入力欄１４６へのタッチ＆
スライド操作によって入力した文字は入力文字確認窓１４２で表示される。
【００６２】
　ＣＰＵ６１は、確認取消キー１４９がタッチ操作された場合（Ａｃｔ９のＹＥＳ）、Ａ
ｃｔ４の登録画面の表示に戻る。
【００６３】
　ＣＰＵ６１は、確認取消キー１４９がタッチ操作されないまま確認実行キー１５０がタ
ッチ操作された場合（Ａｃｔ９のＮＯ、Ａｃｔ１０のＹＥＳ）、入力文字確認窓１４２で
表示している商品を認識し、認識した商品の店舗１内の在庫がどのくらいであるかの確認
を無線通信ユニット６６を介して店舗サーバ３０に依頼する（Ａｃｔ１１）。店舗サーバ
３０は、この依頼に基づき、商品の在庫を店舗情報記憶部３３の参照により確認し、その
確認結果をＣＰＵ６１に返送する。ＣＰＵ６１は、この返送に基づき、図１４に示す確認
結果表示画面をタッチパネル式表示部２１で表示する（Ａｃｔ１２）。
【００６４】
　確認結果表示画面は、『ＡＢＣチーズの在庫は５個です』という案内文字１５１、平面
画像パターン１５２、戻る釦１５３、ＯＫ釦１５４を含む。案内文字１５１中の“ＡＢＣ
チーズ”は、確認対象の商品の一例である。平面画像パターン１５２は、確認対象の商品
が店舗１内のどこに存在するかを買物客が一目で分かるように商品陳列棚６，７および冷
蔵ショーケース８の位置と共に表わすもので、確認対象に商品の位置を☆印で示す。買物
客は、この確認結果表示画面を見ることにより、希望の商品の在庫の有無および個数をそ
の商品の陳列位置と共に的確に把握することができる。
【００６５】
　ＣＰＵ６１は、検索結果表示画面のＯＫ釦１５４がタッチ操作された場合（Ａｃｔ１３
のＹＥＳ）、Ａｃｔ４の登録画面の表示に戻る。ＣＰＵ６１は、検索結果表示画面のＯＫ
釦１５４がタッチ操作されないまま戻る釦１５３がタッチ操作された場合（Ａｃｔ１３の
ＮＯ、Ａｃｔ１４のＹＥＳ）、Ａｃｔ８の入力画面の表示に戻る。
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【００６６】
　購入希望商品をカート５に入れた買物客がレジカウンタ１０に移動したとき、レジカウ
ンタ１０の係員は、タブレット端末２０を返却してほしい旨を買物客に伝える。買物客は
、この案内に従い、タブレット端末２０をカート５のベース板５ｂから取外してレジカウ
ンタ１０の係員に渡す。タブレット端末２０を受取った係員は、受取ったタブレット端末
２０をドッキングステーション１１に装着する。
【００６７】
　ＣＰＵ６１は、当該タブレット端末２０がドッキングステーション１１に装着された場
合（Ａｃｔ１のＮＯ、Ａｃｔ２のＹＥＳ）、ＲＡＭ６３に商品販売データの登録があるか
否かを判定する（Ａｃｔ１５）。商品販売データの登録がある場合（Ａｃｔ１５のＹＥＳ
）、ＣＰＵ６１は、その登録内容を表わす図１５の会計画面をタッチパネル式表示部２１
で表示する（Ａｃｔ１６）。会計画面は、登録商品リスト表示欄１６１、置数表示欄１６
２、置数キー１６３、合計金額表示欄１６４、預り金額表示欄１６５、釣額表示欄１６６
、締めキー１６７などの表示を含む。
【００６８】
　登録商品リスト表示欄１６１は、買物客によって登録された商品・個数・小計・関連情
報などを表示する。置数表示欄１６２は、置数キー１６３のタッチ操作によって入力され
る数値を表示する。合計金額表示欄１６４は、登録商品リスト表示欄１６１内の登録商品
の合計金額を表示する。預り金額表示欄１６５は、置数キー１６３のタッチ操作によって
入力される数値を買物客からの預り金額として表示する。
【００６９】
　レジカウンタ１０の係員は、カート５に収容されている商品と登録商品リスト表示欄１
６１に表示される登録商品とを１つずつ照らし合わせながら、カート５に収容されている
商品が確実に登録されているかどうかを確認する。すべての商品が確実に登録されている
場合、係員は、会計画面の締めキー１６７をタッチ操作する。
【００７０】
　ＣＰＵ６１は、締めキー１６７がタッチ操作された場合（Ａｃｔ１７のＹＥＳ）、上記
登録内容に基づいて会計金額（合計金額）を算出する締め処理を実行する（Ａｃｔ１８）
。この締め処理に際し、ＣＰＵ６１は、算出した会計金額（合計金額）を合計金額表示欄
１６４、預り金額を預り金額表示欄１６５、釣額を釣額表示欄１６６でそれぞれ表示する
とともに、商品販売データをプリンタ４５でレシートに印字してそのレシートをレシート
発行口１３から排出する（Ａｃｔ１９）。
【００７１】
　なお、レジカウンタ１０の係員は、登録商品リスト表示欄１６１の表示にない商品がカ
ート５に収容されていた場合、その商品に付されているバーコードをドッキングステーシ
ョン１１の読取窓１２に翳す。このとき、ＣＰＵ６１は、読取窓１２に翳された商品のバ
ーコードをスキャナ４４によって読取り、読取ったバーコードに対応する商品を登録内容
に加える処理を行う。
【００７２】
　また、ＣＰＵ６１は、当該タブレット端末２０がドッキングステーション１１に装着さ
れたとき（Ａｃｔ２のＹＥＳ）、ＲＡＭ６３に商品販売データの登録がなければ（Ａｃｔ
１５のＮＯ）、図１６に示す会計不要画面をタッチパネル式表示部２１で表示する（Ａｃ
ｔ２０）。会計不要画面は、『登録商品がありません』という案内文字１７１、および『
このお客様は会計不要です』という案内文字１７２の表示を含む。この表示を見た係員は
、買物客からタブレット端末２０を受取るだけで、会計は行わない。
【００７３】
　レジカウンタ１０の係員は、会計が済んだタブレット端末２０、あるいは会計の必要が
なかったタブレット端末２０をドッキングステーション１１から取外す。そして、係員は
、取外したドッキングステーション１１を自身でまたは他の係員に依頼して端末貸出カウ
ンタ９に戻す。
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【００７４】
　タブレット端末２０がドッキングステーション１１から取外されたとき（Ａｃｔ１のＮ
Ｏ、Ａｃｔ２のＮＯ）、タブレット端末２０のＣＰＵ６１は、それまでの登録内容をリセ
ットして待機モード（サスペンド状態）に入る（Ａｃｔ３）。
【００７５】
　以上のように、ドッキングステーション１１への着脱が自在なタブレット端末２０をド
ッキングステーション１１から離脱して買物客に貸与し、タブレット端末２０による商品
登録を買物客に行わせることにより、レジカウンタ１０においてバーコード等の商品情報
をスキャナで読取る作業が不要または減少する。店舗の係員にとっては、貸与したタブレ
ット端末２０を買物客から受取ってドッキングステーション１１に装着するだけで会計を
行うことができるので、作業負担の軽減となる。店舗にとっては、多機能のタブレット端
末２０を活用できるので、商品販売形態の多様化が図れる。買物客にとっては、待ち時間
の短縮となる。これは、顧客サービスの向上につながる。
【００７６】
　タブレット端末２０が端末貸出カウンタ９に載置されている場合はタブレット端末２０
が省電力のためのサスペンド状態となるので、タブレット端末２０のバッテリ７０の消耗
をできるだけ抑えることができ、ひいてはタブレット端末２０の稼働時間を延ばすことが
できる。
【００７７】
　なお、上記実施形態では、商品搬送体としてカート５を例に説明したが、商品搬送体と
してはカート５に限らず手持式の買物籠がある。この買物籠にタブレット端末２０を取付
ける構成としてもよい。
【００７８】
　また、商品販売データ処理装置の譲渡は一般に、制御プログラム等のプログラムがＲＯ
Ｍに記憶された状態にて行われる。しかしこれに限らず、コンピュータ装置が備える書き
込み可能な記憶デバイスに、このコンピュータ装置とは個別に譲渡された制御プログラム
等がユーザなどの操作に応じて書き込まれてもよい。制御プログラム等の譲渡は、リムー
バブルな記録媒体に記録して、あるいはネットワークを介した通信により行うことができ
る。記録媒体は、ＣＤ－ＲＯＭ，メモリカード等のようにプログラムを記憶でき、かつ装
置が読み取り可能であれば、その形態は問わない。また、プログラムのインストールやダ
ウンロードにより得る機能は、装置内部のＯＳ（オペレーティング・システム）等と協働
してその機能を実現させるものであってもよい。
【００７９】
　この他、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提
示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明
の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に
含まれる。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
　［１］据置型のドッキングステーションと、前記ドッキングステーションへの装着およ
びそのドッキングステーションからの離脱が自在な携帯型の情報端末と、を備え、前記情
報端末は、商品に付されているデータを読取る読取手段と、この読取手段の読取りデータ
を登録する登録手段と、この登録手段の登録内容を表示する表示手段と、当該情報端末が
前記ドッキングステーションに装着された場合に前記登録手段の登録内容に基づいて会計
金額を算出する会計処理を実行する処理手段とを含む、ことを特徴とする商品販売データ
処理装置。　
　［２］前記情報端末は、商品搬送体への取付け及びその取外しが自在であり、前記情報
端末は、当該情報端末が前記商品搬送体へ取付けられた場合に商品登録用の登録画面を表
示する表示手段をさらに含む、ことを特徴とする付記［１］記載の商品販売データ処理装
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　［３］前記読取手段は、前記商品搬送体内の商品に付されているデータを非接触で読取
る、ことを特徴とする付記［２］記載の商品販売データ処理装置。　
　［４］ドッキングステーションへの装着およびそのドッキングステーションからの離脱
が自在で且つ商品搬送体への取付けおよびその取外しが自在な情報端末であって、商品の
販売に係るデータの入力を受付ける入力手段と、前記商品搬送体内の商品に付されている
データを読取る読取手段と、前記入力手段で受付けた入力データおよび前記読取手段の読
取りデータを登録する登録手段と、前記登録手段の登録内容を表示する表示手段と、当該
情報端末が前記ドッキングステーションに装着された場合に、前記登録手段の登録内容に
基づいて会計金額を算出する会計処理を実行する処理手段と、を備えることを特徴とする
情報端末。　
　［５］当該情報端末が前記商品搬送体へ取付けられた場合に商品登録用の登録画面を表
示する表示手段、をさらに備えることを特徴とする付記［４］記載の情報端末。　
　［６］商品搬送用のカートまたは籠への取付けおよびその取外しが自在で、商品の販売
に係るデータの入力を受付ける入力手段、前記カート内または前記籠内の商品に付されて
いるデータを読取る読取手段、およびコンピュータを備えた情報端末において、前記コン
ピュータを、前記入力手段で受付けた入力データおよび前記読取手段の読取りデータを登
録する登録手段と、前記登録手段の登録内容を表示する表示手段と、前記登録手段の登録
内容に基づいて会計金額を算出する会計処理を実行する処理手段と、して機能させるため
の制御プログラム。
【符号の説明】
【００８０】
　１…店舗、２…入口、３…出口、４…カート置き場、５…カート、５ａ…収容部、５ｂ
…ベース板、１１…ドッキングステーション、１２…読取窓、１３…レシート排出口、１
４…端末装着部、１５…拡張用コネクタ、２０…タブレット端末（情報端末）、２１…タ
ッチパネル式表示部、６１…ＣＰＵ、６５…無線タグリーダ、６９…ドッキング用コネク
タ、７１…カート取付センサ。
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